
事件名 事案の概要
行政規制（事件当時施行され

ていないもの含む）
想定される消費者の請求 被害金額 事業者の対応 各省庁の対応 集団訴訟制度の問題点

外国語会話教室

外国語会話教室において、受講料を前払い
させていたが、購入単価と、解約した場合
の清算単価が異なっており、購入単価より
も高く設定されていた。この精算規定が適
法か問題となった事案。

特商法４９条２項１号は、特
定継続的役務提供契約が解除
された場合、提供された役務
の対価、解除によって通常生
じる損害として政令の定める
額、法定利率による遅延損害
金を加算した金額を超える額
の金銭の請求ができないとし
ている。

不当利得返還請求
最高裁事案の原々
審認容額は約３１
万円

平成１９年１０月会社更生
申立、１９年１１月破産開
始決定。

１９年６月、特商法４７
条により、解除によって
生じる債務の履行拒否お
よび書面記載不備、誇大
広告、不実告知等を理由
に新規契約に関する勧誘
等の業務について業務停
止６ヶ月。

①事業者の資力が不十分
な場合の対応。

個人情報流出事件
顧客の住所氏名等の個人情報が流失した事
案。

個人情報保護法２０条から２
２条で個人情報取扱事業者の
安全管理措置が義務付けられ
ている。

不法行為の損害賠償請求（管理
者が異なる場合には民法７１５
条による責任）

東京地・高裁の事
案は、慰謝料認容
額は１人あたり３
万円。大阪地裁の
事案は、慰謝料認
容額５０００円、
すくなくとも約６
５０万件の個人情
報が流出した。

①消費者の被害は生じて
いるが、違法収益が観念
しがたいことが多い。

カタログ販売員募集名
下のねずみ講被害事件

１口１７万円の通信販売カタログを配布す
るオーナーとなり後順位者３人以上を勧誘
してオーナー登録させれば、順次地位が昇
格して支出した以上の成功報酬が得られる
と勧誘した事案。

①特商法３４条、３７条等に
より、書面交付、不実告知・
不利益事実の不告知の禁止、
勧誘目的不明示の勧誘禁止な
ど が 規 定 さ れ て い る 。
②無限連鎖講の防止に関する
法律３条で、無限連鎖講が禁
止されている。

不法行為による損害賠償請求

警察庁の資料によ
ると会員５５００
人被害総額２２億
５０００万円（単
純 平 均 約 ４ ０ 万
円）

京都の集団訴訟において、
被害救済基金をもうけ賠償
を申し出た元幹部と信託契
約を締結。原告用と今後届
け出られる潜在的被害者用
と２つの基金を作成した。

①平成１７年に不実告
知、断定的判断の提供、
勧誘目的不明示、適合性
原則違反、契約書面不交
付により３ヶ月業務停
止。
②平成１８年無限連鎖講
防止法違反で１４人を検
挙。

①被害者集団を構成する
場合に、マルチ・ねずみ
講組織では、どのランク
までの人を原告にするの
か問題となる。

大学学納金返還請求事件
前納した大学の授業料について、入学辞退
した場合に不返還特約があったが、不返還
特約が有効であるか問題となった事案。

消費者契約法９条１号は、消
費者の契約解除に伴う損害賠
償について、事業者に生じる
平均的損害の額を超えるもの
を無効としている。

不当利得返還請求

１００万円程度の
請求から、私立医
科大学等納付金が
１０００万円を超
える事案あり。

集団的消費者被害の事例

１．被害者及び被害金額の特定が比較的容易な事例

資料７
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事件名 事案の概要
行政規制（事件当時施行され

ていないもの含む）
想定される消費者の請求 被害金額 事業者の対応 各省庁の対応 集団訴訟制度の問題点

悪質住宅リフォーム問
題

住宅リフォームについて十分な判断ができ
ない消費者を対象に、点検をするなどと称
して訪問し、不要な工事を実施し高額な代
金を支払わせまた、次々に契約させた事
案。

特商法４条ないし６条によ
り、書面交付、不実告知、不
利益事実の不告知の禁止。

＜対リフォーム業者＞
①特商法・消費者契約法の取消
による代金返還請求
②特商法９条の２による過量販
売解除（未施行）
③詐欺等による不法行為の損害
賠償請求
＜対クレジット会社＞
①割販法３５条の３の１３の取
消（未施行）
②消費者契約法５条、４条の取
消による既払立替金返還請求

PIO-NET情報の分析
結果では、判断不
十分契約の平均既
払金額は約207万
円、次々販売の平
均既払金額は約248
万円。1000万円を
超える被害事例も
あり。

平成１７年７月関係省庁
担当課長会議により特商
法の執行強化、トラブル
の周知、消費者の救済強
化などの対策をとりまと
めた。
詐欺等で刑事処分をされ
た業者もある。

①勧誘態様が問題となる
ので個別事情が問題とな
る。
②不法行為構成では過失
相殺が問題となる。
③取消・解除など実体法
上の権利行使ができる
か。
④事業者の資力が不十分
な場合の対応。

和牛預託商法問題

和牛の飼育から得られた利益を配分すると
して和牛を購入させるもの。勧誘方法の問
題のほか、業者が破綻し出資金が返金され
ない問題が生じた事案。

①特定商品等の預託等取引に
関する法律により、書面交
付、不実告知、不利益事実の
不告知、解除の際の違約金を
制限している。
②金商法の集団投資スキーム
にあたる場合、販売勧誘規制
あり。

①預託契約に基づく返還請求
②消費者契約法による不実告
知、不利益事実の不告知等によ
る取消による返還請求
③詐欺等による不法行為の損害
賠償請求

平成９年の国民生
活センターの発表
では、平均支払額
１１９万円。
警察庁が公表して
い る 検 挙 事 例 で
は、２５００人か
ら４４億５０００
万円をだまし取っ
たとされている。
（単純平均１７８
万円）

①農水省が書面不交付、
不利益事実の不告知・不
実告知、解除によって生
じる債務の返還の不当な
遅延などにより業務停止
１年の処分を行った事例
あり。
②詐欺罪での検挙事例あ
り。

①取消による原状回復、
不法行為による請求では
勧誘態様が問題となるの
で個別事情が問題とな
る。
②不法行為構成では過失
相殺が問題となる。
③取消・解除など実体法
上の権利行使ができる
か。
④事業者の資力が不十分
な場合の対応。

投資商法

電子マネー形式の擬似通貨、海外事業投
資、企業家育成事業、株式投資運用などの
名目で高額配当をうたって出資を集めると
いう事案。出資者を勧誘すると報酬を支払
うという勧誘方法が行われることがある。

金商法に該当する場合販売勧
誘規制あり。

①契約に基づく返還請求
②詐欺等による不法行為の損害
賠償請求
③金融商品販売法５条の損害賠
償請求

PIO-NET情報の分析
結果では、契約金
額１００万円以下
が約３７パーセン
ト、１００万円か
ら２００万円が約
２６パーセントで
あるが、１０００
万円超の相談も見
られる。

被害者弁護団による申立に
より、業者や代表者等に対
する破産手続きが行われる
ことがある。

出資法（預り金）、詐欺
等での検挙事例あり。

①損害賠償請求では、過
失相殺が問題となる。
②事業者の資力が不十分
な場合の対応

布団のモニター商法事
件

布団を購入してモニターになれば毎月モニ
ター料が月々の分割金よりも多く支払われ
るとして布団を販売。業者が破綻してモニ
ター料が支払われなくなり、クレジット債
務が残ったという事案。

＜対販売店＞
①不法行為の損害賠償請求
②モニター契約の公序良俗違反
無効
＜対クレジット会社＞
①モニター契約が公序良俗違反
により無効、クレジット会社に
対する割賦販売法３０条の４に
よる抗弁対抗

布団は３６万円あ
るは４６万円で販
売 さ れ て い た 。
集団訴訟の原告総
数は約２５００人

販売店につき平成１１年６
月破産宣告、クレジット会
社３社とは、原告側が３万
円の名目的解決金を支払う
ことで和解

①本訴・反訴の双方が係
属する場合、原告側で少
額の支払いをして和解す
ることが有利な場合があ
るが、どのように集団的
に解決するか。
②請求権の不存在確認な
どは可能か。
③クレジット会社が被告
集団を訴えることは可能
か。
④業者の資力が乏しい場
合の扱い。

２．被害者は特定しうるが被害金額が一律に算定できない事例
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事件名 事案の概要
行政規制（事件当時施行され

ていないもの含む）
想定される消費者の請求 被害金額 事業者の対応 各省庁の対応 集団訴訟制度の問題点

虚偽の有価証券報告書
開示等による証券被害
事件

虚偽の有価証券報告書の提出等により株価
を不当に高く吊り上げ、本来あるべき株価
より高い価格で株式を購入させられ損害を
こうむったとする事案。

金融商品取引法１７２条の２
は、有価証券報告書に虚偽記
載がある場合課徴金を課すこ
ととしている。

金融商品取引法２１条の２など
による虚偽記載のある有価証券
報告書を提出した会社、会社役
員等の損害賠償。
損害額の推定規定がある。

原告団によると集
団訴訟の原告は３
３４５人、請求総
額約１９３億円、
平均損害額は５２
５万円

関係者が、証券取引法違
反で起訴され、１審、２
審で有罪判決がなされて
いる。

灯油カルテル事件
石油元売各社および事業者団体が生産調
整、価格カルテルにより小売価格を引き上
げたとして、損害賠償を求めた事案。

独占禁止法３条、２条６項は
不当な取引制限を禁止してい
る。８条は、事業者団体が競
争を実質的に制限することを
禁止している。

①不法行為による損害賠償請求
②独占禁止法２５条による損害
賠償請求

鶴岡、東京訴訟と
もに選定当事者制
度 を 利 用 し て い
る。鶴岡訴訟は１
次、２次訴訟合計
１６５４人、合計
請求額９６万６５
９４円、東京訴訟
は、９８人７万５
０８１円

昭和４９年２月に公正取
引委員会が勧告審決をし
ている。（東京訴訟の被
告らは取消訴訟を起こし
ていない。）

独禁法上の損害賠償請
求、不法行為請求ともに
因果関係が問題となり、
請求が困難

薬害C型肝炎事件

後天性の傷病について、フィブリノゲン製
剤または第Ⅸ因子複合体製剤の投与を受
け、これによってC型肝炎ウィルスに感染
した者（胎児を含む）が、国および製薬会
社に損害賠償を求めた事件

不法行為による損害賠償請求

５地裁約２００名
の原告（ただし、
救済スキーム確定
後追加提訴継続中
で、平成２０年７
月１０日現在で約
６５０名）
特別法の給付金は
１２００万円から
４０００万円

訴訟上の個別和解に先立ち
基本合意を締結し金銭賠償
その他の救済スキームを定
め、基本合意に定める一定
の要件を満たすことを裁判
所で確認し、順次和解をす
る。

特別法を制定し、医薬品
医療機器総合機構に国と
製薬企業の拠出する基金
を設け給付金を支給する
こ と と し た （ 別 紙 参
照）。

①損害額が個々人により
異なりうる。（ただし、
類型化された包括一律請
求により実務上対応して
いる。）
②和解の手続を検討する
必要はないか。

乳飲料食中毒事件

脱脂粉乳の製造工場において、停電が発生
し乳材料が過熱された状態で滞留し、黄色
ブドウ球菌が増殖し毒素が生じた。当該脱
脂粉乳を利用して乳飲料を製造し、食中毒
が生じた事件

食品衛生法５４条は、厚生労
働大臣等が、有毒物質が含ま
れる、病原微生物に汚染され
る等した食品について廃棄、
危害を除去するための必要な
措置を命じることができると
している。

製造物責任法による損害賠償請
求

報告された有症状
者数は１４０００
人以上、大阪地裁
に提訴した５家族
９人のうち、比較
的軽症の８人は合
計１１０万円で和
解、重症者１人は
６５０万円で和解

大阪市が製品の回収命令
を行った。

①健康被害の症状の程度
によって、損害額が個々
人により異なりうる。
②個別に健康被害と製品
との因果関係が問題にな
る。

３．被害者の特定に困難が生じる事例
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（資料７ 別紙）

（出典：法務省ＨＰ）
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を

救
う
た
め
に
不
可
欠
の
製
剤
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ

ン
製
剤
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
っ
て
C
型
肝

炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
方
々
が
、
日
々
、
症
状
の
重
篤

化
に
対
す
る
不
安
を
抱
え
な
が
ら
生
活
を
営
ん
で
い
る
と

い
う
困
難
な
状
況
に
思
い
を
い
た
す
と
、
我
ら
は
、
人
道

的
観
点
か
ら
、
早
急
に
感
染
被
害
者
の
方
々
を
投
与
の
時

期
を
問
わ
ず
一
律
に
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
法
制
の
下
で
こ
れ
ら
の
製
剤

に
よ
る
感
染
被
害
者
の
方
々
の
一
律
救
済
の
要
請
に
こ
た

え
る
に
は
、
司
法
上
も
行
政
上
も
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

立
法
に
よ
る
解
決
を
図
る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
を
制
定

す
る
。

エ
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（
趣
旨
）

第
一
集
　
こ
の
法
律
は
、
特
定
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染

者
及
び
そ
の
相
続
人
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
集
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン

製
剤
」
と
は
、
乾
燥
人
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
の
み
を
有
効

成
分
と
す
る
製
剤
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い

う
。一
昭
和
三
十
九
年
六
月
九
日
、
同
年
十
月
二
十
四
日

又
は
昭
和
五
十
一
年
四
月
三
十
日
に
薬
事
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
六

号
）
　
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
昭
和
五
十
四
年
改
正
前

の
薬
事
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
承
認
を
受
け
た
製
剤

二
　
昭
和
六
十
二
年
四
月
三
十
日
に
薬
事
法
及
び
医
薬

品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
基
金
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
以
下
「
平

成
五
年
改
正
前
の
薬
事
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
製
剤
（
ウ
イ
ル

ス
を
不
括
化
す
る
た
め
に
加
熱
処
理
の
み
を
行
っ
た

も
の
に
限
る
。
）

2
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製

剤
」
と
は
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
複
合
体
を
有

効
成
分
と
す
る
製
剤
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

い
う
。

一
昭
和
四
十
七
年
四
月
二
十
二
日
又
は
昭
和
五
十
一

年
十
二
月
二
十
七
日
に
昭
和
五
十
四
年
改
正
前
の
薬

事
法
第
十
四
条
第
一
項
（
昭
和
五
十
四
年
改
正
前
の

薬
事
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
製
剤

二
　
昭
和
六
十
年
十
二
月
十
七
日
に
平
成
五
年
改
正
前

の
薬
事
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
平
成
五

年
改
正
前
の
薬
事
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
承
認
を
受
け
た
製
剤
（
ウ
イ
ル
ス
を
不
活
化
す
る

た
め
に
加
熱
処
理
の
み
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

3

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感

染
者
」
と
は
、
特
定
フ
ィ
プ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
又
は
特
定

血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
の
投
与
（
獲
得
性
の
傷
病
に

係
る
投
与
に
限
る
。
第
五
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染

し
た
者
及
び
そ
の
者
の
胎
内
又
は
産
道
に
お
い
て
C
型

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
者
を
い
う
。

（
給
付
金
の
支
給
）

第
三
集
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
C
型
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
感
染
者
（
特
定
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
こ

の
法
律
の
施
行
前
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
相
続
人
）
に
対
し
、
そ
の
者
の
請
求
に
基
づ

き
、
医
療
、
健
康
管
理
等
に
係
る
経
済
的
負
担
を
含
む

健
康
被
害
の
救
済
を
図
る
た
め
の
も
の
と
し
て
給
付
金

を
支
給
す
る
。

2
　
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡

し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
が
そ
の
死
亡
前
に
給
付
金

の
支
給
の
請
求
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
（
特
定
C
型

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
慢
性
C
型
肝
炎
の
進
行
に
よ

り
死
亡
し
た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
者
の
相
続
人
は
、

自
己
の
名
で
、
そ
の
者
の
給
付
金
の
支
給
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

3
　
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
同
順
位
の

相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
人
が
し
た

請
求
は
、
全
員
の
た
め
そ
の
全
額
に
つ
き
し
た
も
の
と

み
な
し
、
そ
の
一
人
に
対
し
て
し
た
支
給
は
、
全
員
に

対
し
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
給
付
金
の
支
給
手
続
）

第
四
条
　
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
に
は
、
当
級
請

求
を
す
る
者
又
は
そ
の
被
相
続
人
が
特
定
C
型
肝
炎
ウ

イ
ル
ス
感
染
者
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
者
が
第
六
条
第

二
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
確
定
判
決
文
は
和
解
、
調
停
そ
の
他
確
定

判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
　
（
当
該
訴
え
等
の

相
手
方
に
国
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
正
本

又
は
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
付
金
の
請
求
期
限
）

第
五
集
　
給
付
金
の
支
給
の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の

い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
す
る
日
（
次
号
に
お
い
て
「
経
過
日
」
と
い
う
。
）

二
　
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
又
は
特
定
血
液
凝
固

第
Ⅸ
因
子
製
剤
の
投
与
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
C

型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
こ
と
を
原
因
と
す
る

損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
訴
え
の
提
起
又
は
和
解
若
し

く
は
調
停
の
申
立
て
（
そ
の
相
手
方
に
国
が
含
ま
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
経
過
日
以
前
に
し
た
場
合

に
お
け
る
当
該
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
判
決
が
確
定

し
た
日
又
は
和
解
若
し
く
は
調
停
が
成
立
し
た
日
か

ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日

（
給
付
金
の
額
）

第
六
集
　
給
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
C

型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
慢
性
C
型
肝
炎
が
進
行
し
て
、
肝
硬
変
若
し
く
は

肝
が
ん
に
羅
患
し
、
又
は
死
亡
し
た
者
　
四
千
万
円

二
　
慢
性
C
型
肝
炎
に
確
患
し
た
者
　
二
千
万
円

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
千
二
百
万
円

（
追
加
給
付
金
の
支
給
）

第
七
集
　
機
構
は
、
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
特
定
C
型

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
で
あ
っ
て
、
身
体
的
状
況
が
悪

化
し
た
た
め
、
当
該
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
日
か
ら

起
算
し
て
十
年
以
内
に
新
た
に
前
条
第
一
号
又
は
第
二

号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
も
の
に
対
し
、
そ
の
者
の
請

求
に
基
づ
き
、
医
療
、
健
康
管
理
等
に
係
る
経
済
的
負

担
を
含
む
健
康
被
害
の
救
済
を
図
る
た
め
の
も
の
と
し

て
追
加
給
付
金
を
支
給
す
る
。

2
　
第
三
条
第
二
項
及
び
夢
二
項
の
規
定
は
、
追
加
給
付

金
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
追
加
給
付
金
の
支
給
手
続
）

第
八
集
　
追
加
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
に
は
、
特

定
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
身
体
的
状
況
が
悪
化

し
た
た
め
新
た
に
第
六
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当

す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
医
師
の
診
断
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
追
加
給
付
金
の
請
求
期
限
）

第
九
集
　
追
加
給
付
金
の
支
給
の
請
求
は
、
特
定
C
型
肝

炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
身
体
的
状
況
が
悪
化
し
た
た
め

新
た
に
第
六
条
第
二
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に

至
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
追
加
給
付
金
の
額
）

東
十
条
　
追
加
給
付
金
の
額
は
、
特
定
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
感
染
者
が
新
た
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
第
六
条
第
一

号
又
は
第
二
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
か
ら
第
三
集
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
給

付
金
の
額
（
既
に
追
加
給
付
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
給
付
金

の
額
と
第
七
粂
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
追

加
給
付
金
の
額
の
合
計
額
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

（
損
害
賠
償
が
さ
れ
た
場
合
等
の
調
整
）

第
十
一
条
　
給
付
金
又
は
追
加
給
付
金
（
以
下
「
給
付
金

等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に

対
し
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
、
国
又
は
製
造
業
者
等

（
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
又
は
特
定
血
液
凝
固
第

Ⅸ
因
子
製
剤
に
つ
い
て
昭
和
五
十
四
年
改
正
前
の
薬
事

法
第
十
四
条
第
一
項
（
昭
和
五
十
四
年
改
正
前
の
薬
事

法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若

し
く
は
平
成
五
年
改
正
前
の
薬
事
法
第
十
四
条
第
一
項

（
平
成
五
年
改
正
前
の
薬
事
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け

た
者
又
は
そ
の
者
の
業
務
を
承
継
し
た
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
よ
り
損
害
の
て
ん
補
が
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
機
構
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
給
付

金
等
を
支
給
す
る
義
務
を
免
れ
る
。

2
　
国
又
は
製
造
業
者
等
が
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
に
よ
る
損
害
賠
償
の

責
任
を
負
う
場
合
に
お
い
て
、
機
構
が
こ
の
法
律
に
よ

る
給
付
金
等
を
支
給
し
た
と
き
は
、
同
一
の
事
由
に
つ

い
て
は
、
国
又
は
製
造
業
者
等
は
、
そ
の
価
額
の
限
度

に
お
い
て
そ
の
損
害
賠
償
の
責
任
を
免
れ
る
。

（
非
課
税
）

第
十
二
条
　
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
給
付
金
等
を
標
準

と
し
て
、
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

第
十
三
条
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
給
付
金
等

の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
機
構
は
、
国
税

徴
収
の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
げ
支
給
を
受
け

た
給
付
金
等
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部

を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位

は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
特
定
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
救
済
基
金
）

第
十
四
条
　
機
構
は
、
給
付
金
等
の
支
給
及
び
こ
れ
に
附

帯
す
る
業
務
（
以
下
「
給
付
金
支
給
等
業
務
」
と
い
う
。
）

に
要
す
る
費
用
（
給
付
金
支
給
等
業
務
の
執
行
に
要
す

る
費
用
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
、
特
定

C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
救
済
基
金
（
次
項
に
お
い

て
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
。

2
　
基
金
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
資
金
及

び
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
拠
出

金
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
。

｛
交
付
金
）

第
十
五
条
　
政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構

．
に
対
し
、
給
付
金
支
給
等
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て

る
た
め
の
資
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

3
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（
厚
生
労
働
大
臣
と
製
造
業
者
等
と
の
協
議
）

第
十
六
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
給
付
金
支
給
等
業
務
に

要
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法
及
び
割
合
に
つ
い
て
、
製

造
業
者
等
と
協
議
の
上
、
そ
の
同
意
を
得
て
ヾ
あ
ら
か

じ
め
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
拠
出
金
）

第
十
七
集
　
機
構
は
、
給
付
金
等
を
支
給
し
た
と
き
は
、

給
付
金
支
給
等
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、

当
該
支
給
に
つ
い
て
特
定
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者

が
投
与
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
た
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ

ン
製
剤
又
は
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
係
る
製

造
業
者
等
に
、
前
条
の
基
準
に
基
づ
き
、
拠
出
金
の
拠

出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

製
造
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
拠
出
金
の
拠

出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
機
構
に
対
し
拠
出
金
を
納

付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
八
集
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
給
付
金

等
の
支
給
の
請
求
の
手
続
そ
の
他
こ
の
法
律
を
実
施
す

る
た
め
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
集
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
等
の
納
入
医
療
機
関
の

公
表
等
）

第
二
集
　
政
府
は
、
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
又
は
特

定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
が
納
入
さ
れ
た
医
療
機
関

の
名
称
等
を
公
表
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
医
療
機
関
に

よ
る
当
該
製
剤
の
投
与
を
受
け
た
者
の
確
認
を
促
進

し
、
当
該
製
剤
の
投
与
を
受
け
た
者
に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

検
査
を
受
け
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
給
付
金
等
の
請
求
手
続
、
請
求
期
限
等
の
こ
の
法

律
の
内
容
に
つ
い
て
国
民
に
周
知
を
図
る
も
の
と
す

る
。（給
付
金
等
の
請
求
期
限
の
検
討
）

東
三
条
　
給
付
金
等
の
請
求
期
限
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法

律
の
施
行
後
に
お
け
る
給
付
金
等
の
支
給
の
請
求
の
状

況
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
、
検
討
が
加
え
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。

（
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
被
害
者
に
対
す
る
支
援

等
）

第
四
集
　
政
府
は
、
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
被
害
者

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
肝
炎
医
療
の
提
供
体
制

の
整
備
、
肝
炎
医
療
に
係
る
研
究
の
推
進
等
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
の
一

部
改
正
）

第
五
集
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
　
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。（
給
付
金
等
の
支
給
の
業
務
）

第
十
八
集
　
機
構
は
、
第
十
五
条
並
び
に
附
則
第
十
五

条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ

か
、
当
分
の
間
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝

固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
C
型
肝
炎
感
染
被
害
者

を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
C

型
肝
炎
感
染
被
害
者
救
済
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条

第
一
項
の
給
付
金
の
支
給
を
行
う
こ
と
。

二
　
C
型
肝
炎
感
染
被
害
者
救
済
法
第
七
条
第
一
項

の
追
加
給
付
金
の
支
給
を
行
う
こ
と
。

三
　
C
型
肝
炎
感
染
被
害
者
救
済
法
第
十
七
条
第
二

項
の
拠
出
金
の
受
入
れ
を
行
う
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行

う
こ
と
。

2
　
機
構
は
、
前
項
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
勘

定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
の
業
務
は
、
第
四
十
五
条
第
二
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
業
務
と
み
な
す
。

（
特
定
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
救
済
基
金
）

第
十
九
条
　
機
構
は
、
前
条
第
一
項
の
業
務
に
要
す
る

費
用
（
そ
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
に
充
て

る
た
め
に
特
定
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
救
済
基

金
を
設
け
、
C
型
肝
炎
感
染
被
害
者
救
済
法
第
十
四

条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
充
て
る
も
の
と
さ
れ
る

金
額
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

2
　
機
構
は
、
前
条
第
一
項
の
業
務
を
廃
止
す
る
場
合

に
お
い
て
、
前
項
の
基
金
に
残
余
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ヽ
　
0

厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

内
閣
総
理
大
臣
　
福
田
　
康
夫

牛
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